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「地縁組織による移動支援」についての勉強会  報告書 
 

【 総合事業「サービスＢ＋Ｄ」を   

地縁組織で行うための課題と可能性 】 

 

 

日 時 ： 平成３1年 1月２４日（木）１5：0０～１7：0０ 

場 所 ： 東京都八王子労政会館（3階）第 4会議室 

講 師 ： 服部真治氏 

（医療経済研究機構 研究部研究員兼研究総務部次長） 

森山慶祐氏 （八王子市福祉部高齢者福祉課） 

大福族生 （NPO法人八王子共生社会推進会議理事長） 

コーディネーター ： 伊藤みどり氏 

（NPO法人全国移動サービスネットワーク 事務局長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定非営利活動法人 八王子共生社会推進会議 

協 力：社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会 
 

  

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉振興事業 
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「総合事業「サービス B＋D」を 

地縁組織で行うための課題と可能性」 

 

＜ 目 次 ＞ 

 

１、「地域包括ケアシステムと地域共生社会」 

服部真治氏（医療経済研究機構 研究部研究員兼研究総務部次長） 

 「八王子市の生活支援活動の今後」 

森山慶
けい

祐
すけ

氏 （八王子市福祉部高齢者福祉課） 
 

２、「八王子共生社会推進会議・デル事業への挑戦について」 

大福族生（八王子共生社会推進会議理事長） 
 

３、「地域での移動・送迎支援活動」について意見交換 

伊藤みどり氏「今後のアクションに向けて（まとめ）」 

 

コーディネーター： 

全国移動サービスネットワーク事務局長 伊藤みどり氏 
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～地域包括ケアシステムと地域共生社会～ 

 

 

一般財団法人 医療経済研究機構  

研究部研究員兼研究総務部次長 服部真治氏 

 

なぜ地域包括ケアシステムを進めなければならない

か… 国の借金が 1,000 兆円あるから… という人が

多いがそうではありません。おばあちゃんの事例から

話を始めてみます。一人暮らしで手芸が趣味の手芸

サークルに通うおばあちゃんです。 

ある日、通う途中で転倒し、骨折し、要介護状態にな

りました。この足では、買物どころか外にも行けないし、

台所にも立てない。要介護認定を受けました。どういう

支援が受けられるでしょうか。一つは、通所介護サー

ビスか訪問介護サービスを受ける方法があります。 

もう一つは、友人と助け合い、介護予防のトレーニン

グ、民間サービス、ご近所との助け合い…があります。 

皆様どちらが良いでしょうか。デイサービスやヘルパ

ーさんの世話になりますか。自分で主体的にやること

が沢山ある方が良いですね。「してあげる」のではなく、

「することを支える」方が良いのです。 

介護保険は 2000年（平成 12年）に始まった制度で

要支援１～要介護５の７段階あります。ドイツでは要介

護３より重度の介護が対象であり、オランダは 24 時間

介護者しか認定されません。表「要介護度別認定者

数の推移」で見る通り、要介護３より重度の介護者は

余り増えていません。軽度介護者の増加が著しく、84

万人（H12.4）が 214万人（H18.4）に急増しています。 

この増加原因の半分は骨折転倒であり、これを認定

していたら介護保険制度が壊れてしまいます。介護予

防制度を重視しているのは日本だけであり、日本の介

護予防の特徴です。早い段階で認定し、介護予防し

ましょう…としたのです。 

「高齢者の機能レベルと介護予防」で「相談支援体

制・サービスの充実」をするか・しないかで介護度は変

わります。介護予防施策を重視することが大切です。 

予防システム重視施策を実施しましたが、この 18 年

うまくいきませんでした。これが介護保険危機の原因

です。そのためには活動量を増やすことが大切で、元

の生活に戻すことです。施設介護に頼るのは楽です

が、良くはなりません。軽度介護者がどんどん増えて

きていることが問題なのです。つまり介護予防がうまく

いってない所に課題があるのです。要支援認定者の

介護をデイサービスやヘルパー等の専門職に任せて

おけば安心としていましたが、軽度介護者の活動量

が不足しており一向に良くなりません。週 1 回のデイ

サービスで運動をしても後は自宅で何もしないのでは

効果が上がりません。活動量を増やすには元の生活

に戻すしか方法はありません。脳卒中で倒れてもその

状態で、自宅で暮らしていけるようにできないか。地

域の方が状態変化に合わせた支援をして行くにはど

うしたらよいか。その人に元の暮らしをして頂くにはど

うしたらよいか…です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今迄の介護保険では、要介護認定を受ける前の介

護予防の担当は市町村、介護はデイサービス等が行

うことで分かれていました。予防の部分が分れていて

は使いづらいので一緒にしましょう…ということで、介

基 調 講 演 
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護予防を国から市町村事業に移し、市民の介護予防

活動にお金が出るように改定しました。地域の様々な

方が地域の実情に合わせ支援ができるよう、その支

援にお金が出せる体制に改定しました。 

移動についても移動を行う住民グループに支援をし

ましょう…ということです。 

「高齢の女性が一人ではゴミ出しができない」 ⇒ ど

うすればよいでしょうか。ゴミ出しできない原因が個人

因子（握力がない、持てない、階段の昇り降りが大変

…）からでしょうか。環境因子（玄関の飛石、ゴミ捨て

場の蓋が重い…）からでしょうか。それを考えてくれる

のが専門職です。 

リハビリテーションの専門家に質問したら、課題を特

定してくれました。本人の力をできるだけ生かし、生活

力の改善を図ることが本人のためにも皆のためにも良

い訳です。課題を特定し、手摺を付ける、ゴミの戸別

収集、上がり框の高さを変える等の改善を図り、「でき

ない部分を減らし、できることを増やす」ことが求めら

れており、地域の方の協力が必要です。 

人が生きていくための必要な「生活機能」の構成要

素に「心身機能」「活動」「参加」の３つがあります。お

ばあちゃんは骨折により、機能障害、活動制限、参加

制約の機能に支障が生じ、元の生活ができなくなった。 

本人の力を復活して、元の生活ができるよう支援す

ることが、本人はもとより社会のためにも良いことです。 

したいことを馴染の環境に中で続けること、手芸や

家事を続け友達との関係を途切れさせないこと、その

人が主体的に生活できるよう支援すること、これが自

立支援です。 

課題を特定し、地域の方と専門職の方が連携し、で

きない部分をできるようにし、活動量を落とさないこと

が大切です。これが自立性の話であり地域包括ケア

です。地域の協力で自立性を支援していくことが大切

です。 

その人が主体的に生活できるよう自立性を支援する

ことが「自立支援」であり、リハビリテーションとの連携

が重要であり、市役所も検討しています。送迎支援も

含め、社会参加の仕組を見直し元気な方だけを支え

るのではなく、認定を受けた方こそ専門職と連携し支

えていくことができたら素晴らしいことです。 

元の生活を回復する包括ケア先進モデルとして愛

知県豊明市事例があります。総合事業開始後の支援

イメージに変化があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鍵となっているのが生活支援コーディネーターの活

躍です 

一寸困った人がいれば多職種連携で、専門職の方

と地域の方も入ってシステム的に支援することが大切

です。だから地域包括ケアシステムであり、全ての方

がこのネットワークの中に居られるようにすることが大

切です。 

検討課題は地域には数え切れない程あります。多

職種連携の協議の場として福祉委員会があります。 

「助け合いの力」は人の繫がりが弱くなっている中、

特にマンションでは上手くいかないのではないかと言

われていますが、実際はそうではなく「普段から付き

合う機会がないから」です。 

ボランティア活動は若い高齢者しかできないのでは

ないか、とよく言われますが、そうではありません。 

「年齢区分別ボランティア活動の参加割合」を見ると、

男性も女性も一番やっているのは 75 歳から 79 歳で

す。どうすれば良いか。先ず、制度でできること。八王

子市民の多くが当てはまる課題、貧困（生活保護）、

年金、社会保障制度は単純化にして行うことが必要

です。医者・弁護士等専門職は特別な課題の解決が

必要です。仮に脳卒中で倒れても本人が諦めず、近

所の人が一寸声を掛ければ、それが生きる力になり

回復につながります。ソーシャルワーカーは、近所の

方が寄り添っていく生活環境を作っていく必要があり

ます。年を取るとだんだん機能が落ち、高齢による虚

弱化が進みます。 

介護状態になる主因は、認知症、フレイル（高齢に
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よる衰弱）、転倒で、フレイルの割合は、男性は 11％、

女性は 15％です。フレイルを小さくするには社会との

繫がりを作っていくことです。 

自発的な社会参加は健康維持効果が高い。ボラン

ティア活動を自発的にやるかどうかでフレイルの効果

は 2 倍になります。認知症リスクは、地域活動に参加

すると 22％減少し、役割を持つと更に 19%減少します。

自治会の役員になった方が認知症にはなりません。 

「社会参加によるリスク」でフレイルに対するリスクを

縦軸、身体活動・文化活動・ボランティア地域活動を

横軸として虚弱リスクを見ると、全部やっている人と全

くやっていない人は 16.41 倍、運動のみの人は 6.42

倍です。文化活動とボランティアだけの人は 2.19倍で

す。 

社会との繫がりが薄れてくると生活の範囲が狭くなり

心の余裕が失われ、ドミノ倒しのようにフレイルは進み

ます。皆が自発的に社会参加すると介護者が減少し、

専門職不足問題も解決しお金も浮きます。新たな時

代に対応した福祉の提供ビジョン４つの改革の基本も、

地域共生社会実現の基本もここにあります。 

地域共生社会の実現に向けて「ニッポン一億総活

躍プラン」（28.6.2閣議決定）が策定されました。 

社会福祉法が改定され地域住民に大きな期待がか

けられております。人口減少、高齢化、生活困窮、多

重介護等複雑な方が増えており、その対策が流れで

す。支え手・受手に分かれるのではなく、住民が役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を持ち、総活躍社会を作り、介護予防・地域コミュニテ

ィーを育成していく必要があります。 

社会福祉協議会のみでなく、地域住民が地域の

様々な課題（介護予防・住まい・就労・教育・孤立等）

を把握し、住民の役割や地域の組織づくりにたいして

一括交付金を支給し、皆さんが優先順位を決めて配

分していくことになりました。 

移動支援活動も同じ考えです。 

地域づくりの一環として各地にある「地域福祉拠点」

でワンストップの相談に応じています。あらゆる相談対

応の地域包括支援センターがブランチ機能を担いま

す。 

住民にも役割が求められており「地域の縁側」で困り

ごと・相談ごとを生活支援コーディネーターと協力して

対応するエリアネットワークの強化促進に努めていくこ

とが期待されています 

 

 

地域包括ケアシステムとは「認知症高齢者の増加が見込まれる日本において、地域に生活する高齢者

の住まい・医療・介護・予防・生活支援を一体的に提供するためのケアシステム」（コトバンク） 
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スライドの詳細は八王子共生社会推進会議のホームページでご確認ください。 
 

https://hachiojiwfm.web.fc2.com/index.html 
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～ 八王子市の生活支援活動にかかる取組 ～ 

八王子市福祉部高齢者福祉課 森山慶祐氏 

 

平成 29 年「地域ケアシステムの強化のための介

護保険法等の一部を改正する法律」が制定されま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各地方自治体は、各機関と連携し、効果的な介

護予防推進やケアマネジメントシステムの取組をす

ることが方針として掲げられています。特徴は 3つ 

①データに基づく課題分析と対応（取組内容・目

標の介護保険事業計画への記載） 

②適切な指標による実績評価  

③インセンティブの付与あり一連のプロセスとして

示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国同じ基準で運用されますので相互比較が可

能となります。八王子市でも同じ基準で自立支援を

進めます。 

八王子市の現状(人口推移)は 2015 年を 100 とし、

75歳は 2025年 155.4、14歳以下は 88.6で少子高

齢化が進んでいます。 

八王子市の現状（高齢化率、認定者数）で平成

30 年 12 月高齢化率は 26.53％です（北野台 50%・

みなみ野 5%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活支援体制整備事業の実施状況ですが、平成

30 年 12 月現在の生活支援コーディネーターの配

置は第 1層 1名、第 2層 9名です。具体的な機能

と取り組みは意識の醸成（周知）・地域資源の発掘

育成・ネットワーク構築・ニーズとのマッチング等で

す。第 1 層は全体に関わる支援で、第 2 層は地域

に関わる支援です。 

八王子市からの報告 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活主体による訪問型サービス事業を平成 29年

度から始めています。日常生活の困りごと支援団体

に対する支援です。自主的な活動支援という特徴

があり、地域の活動を側面援助する仕組となってお

り、サービス内容やサービス料は団体に一任されて

います。内容や金額はサポートしながら調整してい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の生活支援活動にかかる取組イメージは、

住民が地域で自分らしくいつまでも元気で生活で

きることです。支援が必要になってもこれまで通りの

日常生活が送れることが大切です。介護サービス

を使いながら地域との繫がりを切らすことのないよう

にするために、社会参加し易い基盤をつくることが

必要と考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 年度から訪問型サービス補助金を居場所づく

りや移動支援にも活用できる補助体制に変えてい

きます。 

生活支援コーディネーター機能強化（情報提供・

地域サポート・データ分析提供）と連携強化（企業・

NPO）を図っていきます。移動支援についても一緒

に考えていきたい。宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スライドの詳細は八王子共生社会推進会議のホームページでご確認ください。 
 

https://hachiojiwfm.web.fc2.com/index.html 
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～ もやい 2019年の活動計画・WAMモデル事業について ～ 

八王子共生社会推進会議理事長 大福 族生 

 

八王子共生社会推進会議（以下 もやい）は 2019

年度活動計画として、八王子全域でのモデル事業

について助成金を申請する予定です。八王子市社

会福祉協議会及び八王子市福祉部と連携して「移

動・送迎支援活動」を行う計画を持っています。も

やいが責任をもって推進する予定ですが、その運

営について皆様のご意見を伺いたいと思います。 

この計画は４つの柱立てで構成されています。 

移動・送迎支援を行う上の安全確保やリスクへの

対応です。個人所有の車による活動は極力避ける

ことが望ましいと考えています。 

①もやいが車を所有し、無償で利用してもらう 

②活動上でのリスクに対応するため、市民活動保

険をもやいが契約する 

③安全を確保するため、運転者講習を実施する、

などを計画しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考資料＞ 市民活動保険例（横浜市の例を参考にして作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

八王子共生社会推進会議の活動計画 

プロジェクトの内容 
 

柱立て１、運営事務局の設置 

①事業の進捗管理 

②移動・送迎支援に関する相談室設置 

柱立て２、自前車両による計画的な移動・送迎 

①運行管理計画による送迎車両の運行 

②運営上の各種リスクへの対応 

柱立て３、運転者講習等による人材育成 

①運転者講習等での人事育成 

②出前講座に実施（管理者者・運転者講座）  

柱立て４、活動団体のネットワーク化の推進 

①団体間の相互利用の研究 

②パソコンによる運行管理研究 

＜対　象＞

＜賠償責任保険＞ ＜傷害保険＞

区分 保険金額 自己負担額 区分 保険金額

身体賠償 1名　　1億円 死亡 500万円

1事故　5億円 後遺障害　 上限　500万円

財物賠償 入院　 １日 3,500円（180日限度）

保管物賠償 通院 １日 2,500円（90日限度）

②予期せぬ事態が発生した場合、もやいと団体間で誠意をもって話し合いを持ち解決する。

＊その他
注意事項

　（横浜市のケース）

5,000円

1事故　500万円

＊手術した場合、種類に応じて手術保険金が払わ
れる場合があります。

①事故のあった場合は速やかに団体責任者及びもやい事務局（相談窓口）へ連絡すること。

市民活動保険（案）

①もやい所有（借りる場合もある）の車を使った場合。

②もやいの運行管理計画に基づいた活動に限る。

③もやいと契約した団体の活動に限る。

＊免責金額（自己負担額）5,000円を超える分につい
て払われます。

④車両の配車中・返却後所定の場所に戻る事故にも対応。
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A 氏：町会自治会の立場も含めて質問します。車 1

台では毎日のことなので活用は難しい。交通空

白地なのでハチバスでは駄目。「自分たちでや

るか」という話はありますが「事故でもあったらどう

する」で中断。 公共交通がないので「巡回デイ

バス（八王子補助）」を実施。移動支援は必要だ

が費用が掛かる。NPO活動としては介護予防教

室等をあんしん相談センターや介護施設と一緒

にやっています。介護施設より送迎しましょうか

…という話もある。もう少しはっきりしてくると検討

できる。 

B氏：利用する時間帯と運転手がいないので実施し

たいが今は検討中です。 

C 氏：600 世帯、高齢化率 40％、年 300 件の訪問

型サービスをやっています。移動支援ニーズは

余り出てきていません。タクシー利用が一般化し

ておりデイサービスは送迎があります。ニーズ調

査が必要です。買物支援はタクシーかリース車

両を借りる方法もあります。1 台でサービスをや

るのは難しいでしょう。保険金補助をした方が余

程ましです。もっと「できる形」にすればそこから

何かが始まるでしょう。高齢者が多く、実例を示

すのは可成り難しいでしょう。 

D 氏：個人の車で実施しています。困っている人は

沢山います。現状ではまだ良く分かりません。 

E氏：市の補助金を頂いて生活支援活動「ふれあい

ネットワーク」を組織しています。車を利用した生

活支援はこれからの課題です。是非課題解決し

たいと考えています。 

F 氏：毎週金曜日、団地内で車送迎と車が空いて

いれば西八迄の送迎をやっています。私たちの

車で送迎するので保険を出して頂きたい。 

G 氏：1 台では運用できない。提供車 14 台と運転

手 14人がおり、この車に保険を掛けて欲しい。 

H氏：運転者を集めて実施できればいいなあと思い

ます。 

I 氏：日中空いているデイサービスの車を地域ネット

ワークで活用するのは大変良いアイデアです。

今後地域の繋がりの中で生かしていければいい

と思いました。私もできるだけ貢献していきたい

と思います。 

 

 

 

 

＊ 今後のアクションに向けて 

伊藤氏；運転してくれる人がいない…。受講者に直

接声を掛けて頂くとか介護保険収集時に声を掛

けるなど。車 1 台では足りないので公用車や社

会福祉法人より借りて運用する。使い勝手が良

くないがとりあえず車両が確保できる。移動・送

迎支援は皆さんの活動の延長上が良い。活動

保険については国交省で「マイカー自動車保険」

を検討中で、サービスを提供している時だけが

保険対象になります。 

服部氏；移動支援はボトムアップで進めるのが好ま

しい。車の確保はデイサービスや社協やレンタ

ル車両を考えれば良い。保険がどうなるかが問

題です皆さんで話し合ってください。 

大福；八王子市では市民活動保険に前向きに検討

するようです。社協や皆さんと相談しながら進め

ていきたいと思っています。 

井出；地域一丸となって知恵を出し、地域資源を生

かし、地域に合った仕組を市民力・地域力で作

り上げたい。八王子市は総合事業に先進的で

す。移動支援は男性の社会参加の良いツール

になると期待しています。  

司会；もやいの目標はネットワークづくりにあります。

本日は素晴らしい会合になりました。有難うござ

いました。 

質疑応答 

まとめ 
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